
ゼロカーボンシティさの共創プラットフォーム要領 

 

（名称） 

第１条 本会は、「ゼロカーボンシティさの共創プラットフォーム」と称する。

（目的） 

第２条 本会は、カーボンニュートラル推進のための地域基盤組織として、市

民、事業者、関係機関及び団体等の多種多様な主体の参画により、会員相互

の情報共有や連携・協働・支援を通じ、本市の地域特性を踏まえた地域脱炭

素に向けた取組等を促進し、もって「ゼロカーボンシティさの」の実現を図

ることを目的とする。 

（活動内容） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる取組を行う。 

(１) カーボンニュートラルの推進に向けた意見交換及び情報共有に関す

ること。 

(２) カーボンニュートラルに関するセミナー等の開催及び情報発信に関

すること。 

(３) カーボンニュートラルに関するサービスや技術等の会員間のマッチ

ングに関すること。 

(４) 各主体間の連携によるプロジェクトの創出及び横展開に関すること。 

(５) その他、カーボンニュートラルを推進するために必要な取組に関す

ること。 

（構成） 

第４条 本会は、前２条に掲げる目的及び取組内容に賛同する事業者、団体、

教育機関、研究機関、金融機関、行政機関、個人等（以下「会員」という。）

をもって構成する。 

２ 前項の規定による会員のほか、本会の目的達成に向けた助言等を求める

ため、必要に応じオブザーバー会員を置くことができる。 

（運営委員会） 

第５条 本会におけるカーボンニュートラル推進に関する各種事業を円滑に

実施するため、運営委員会を設置する。 

２ 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 



３ 運営委員は、事業の推進に必要な事務、調査等に協力を行う 10名以内の

会員により構成する。 

４ 運営委員会に、委員長及び副委員長各１名を置き、運営委員の互選により

これらを選出する。 

（代表） 

第６条 本会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長は、運営委員会の委員長を、副会長は、運営委員会の副会長をもって

充てる。 

３ 会長は、本会を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 本会の会議は、会長が招集し開催する。 

（プロジェクトチーム） 

第８条 本会は、各分野における連携促進、専門的な事業等の検討、その他カ

ーボンニュートラルの実現に関し必要な事業の推進を図るため、プロジェ

クトチームを設置することができる。 

２ プロジェクトチームは、その目的に賛同する会員で構成する。 

３ 会員は、運営委員会にプロジェクトチームの設置を提案できる。 

 （アドバイザー） 

第９条 本会は、専門分野における技術的助言等を求めるため、学識経験者等

のアドバイザーを置くことができる。 

 （事務局） 

第１０条 本会の事務局は、佐野市市民生活部気候変動対策課に置く。 

２ プロジェクトチームの事務は、プロジェクトチーム内の会員と事務局が

連携して行う。 

 （入会及び退会） 

第１１条 本会に入会しようとする者は、入会申請書（別記様式第１号）を事

務局に提出し、会長の承認を得るものとする。 

２ 会員が本会を退会しようとするときは、退会届出書（別記様式第２号）を

事務局に届け出るものとする。  



３ 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、本会に入会するこ

とができない。 

(１) 法人にあっては暴力団（佐野市暴力団排除条例（平成２３年佐野市条

例第１６号）第２条第１項に規定する暴力団をいう。）である場合、個

人事業者にあっては暴力団員等（佐野市暴力団排除条例第２条第５項

に規定する暴力団員等をいう。）である場合。 

(２) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるもの

をいう。)のうちに暴力団員に該当する者又は暴力団もしくは暴力団員

と密接な関係を有する者がいる場合 

(３) 暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がそ

の経営に実質的に関与している法人である場合 

(４) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる場合 

(５) 前各号に掲げるもののほか、会員となることが適当でないと認めら

れる場合 

４ 会長は、会員が入会後に前項各号のいずれかに該当することとなった場

合に、当該会員を退会させることができる。 

（秘密情報の保持及び管理） 

第１２条 本会の活動において知り得た他の会員の情報、開示者が秘密情報

として指定した情報等については、本会への在籍期間中及び退会後を問わ

ず、その一切について第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、開示

される情報に関するすべての当事者の承諾を得た場合、又は既に公知とな

っている情報については、この限りではない。 

（活動報告） 

第１３条 会員が外部に本会の活動を報告する場合は、事前に報告内容に関

するすべての当事者の承諾を受けなければならない。ただし、本会が活動の

ＰＲ及び広く活動を公表する場合は、この限りではない。 

（要領の変更） 

第１４条 この要領の変更は会長が行い、速やかに会員に周知する。 

（活動年度）  

第１５条 本会の活動を計画、実施する期間として、毎年４月１日から翌年の

３月末日までを活動年度とする。 



（その他）  

第１６条 この要領に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

附 則 

１ この要領は、令和８年２月２４日から施行する。 

２ 本会の設立当初の活動年度は、第１５条の規定にかかわらず、設立日から

令和９年３月３１日までとする。



別記様式第１号（第１１条関係） 

ゼロカーボンシティさの共創プラットフォーム入会申請書 

年  月  日 

（宛先）ゼロカーボンシティさの共創プラットフォーム会長 

ゼロカーボンシティさの共創プラットフォームの取組の趣旨に賛同し、次

のとおり入会を申し込みます。 

申

請

者 

（フリガナ） 

名 称 

 

 

（フリガナ） 

代 表 者 

役職・氏名 

 

 

所 在 地 
〒 

連 絡 先 

部 署 名： 

担当者氏名： 

電 話 番 号： 

ＦＡＸ番号： 

メールアドレス： 

事 業 内 容 

(例) 食料品製造業（めん類） 

 申請者 様 

年  月  日  

ゼロカーボンシティさの共創プラットフォームの入会について承認しま

す。 

ゼロカーボンシティさの共創プラットフォーム会長    



別記様式第２号（第１１条関係） 

ゼロカーボンシティさの共創プラットフォーム退会届出書 

年  月  日 

（宛先）ゼロカーボンシティさの共創プラットフォーム会長 

ゼロカーボンシティさの共創プラットフォームの退会を届け出ます。 

申

請

者 

（フリガナ） 

名 称 

 

 

（フリガナ） 

代 表 者 

役職・氏名 

 

 

所 在 地 
〒 

連 絡 先 

部 署 名： 

担当者氏名： 

電 話 番 号： 

ＦＡＸ番号： 

メールアドレス： 

 


